
広報広報

広報たじみ「Tajimist」

　毎月１日に発行し、町内会加入世帯には、広報世話係の
方を通じて配布しています。
　また、地区事務所や市役所ロビー、市内のコンビニエン
スストア、バロー多治見店、マイン笠原ショッピングプラザ、
郵便局、銀行、医療機関などにもあり、自由にお持ち帰り
いただけます。

ＦＭたじみ（ＦＭＰｉＰｉ：76.3MHz）
　市が提供する番組「多治見ふるさとＷａｌｋｅｒ」、「たじみシ
ティガイド」、「ニュース７６３」を放送中。そのほか災害情報や
イベント中継など、地域に密着した情報をお届けしています。
　また、防災無線で放送した防災・災害情報なども放送し
ています。
問い合わせ　FMピピ（エフエムたじみ）
　　　　　　 ☎（２１）３３７０

市ホームページ、SNS
　市の行政情報や観光情報などがご覧になれます。
　

　ホームページ…

　
　公式フェイスブックページ

　
　公式インスタグラム

　公式ユーチューブ

　子育ち情報フェイスブックページ

　移住定住サポートサイト

問問秘書広報課　☎（22）1372秘書広報課　☎（22）1372

情報公開情報公開
　※制度の詳細については、総務課へ問い合わせくだ
　　さい

情報公開の請求　
　市が保有している情報を、閲覧したり写しを取ったりす
ることができ、その請求を受け付けます。

個人情報の開示請求
　各担当課で保有している自身の個人情報を本人に限っ
て閲覧したり写しを取ったりすることができ、その請求を
受け付けます。

問問くらし人権課　☎（22）1134くらし人権課　☎（22）1134

子育ち支援に関わる４部署（子ども支
援課、保健センター、くらし人権課、教育
推進課）が連携した子育ち情報フェイス
ブックページです。

仕事も、遊びも、子育ても。
すべて大切にしたいあなたへ。
多治見市への移住・定住サポートサイトです。

◀︎ウェブサイト ◀︎インスタグラム
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みんなで参加しよう　元気なまちづくりみんなで参加しよう　元気なまちづくり
　みんなが元気で幸せなまちをつくるためには、市民一人一人が市政やまちづくりに積極的に
関わっていくこと、いわゆる「市民参加」が大切です。
　今まであまり興味が無かった方もこれからやってみようという方も参考にしてください。
　また、多治見市は条例（市民参加条例）で市民が市政に参加する機会を保障しています。

　市民参加は、見たり聞いたりするだけ、意見を言うだけでなく、自分から動いていくことが大切です。自分
だけでできないことは仲間と一緒に活動することで、より大きな力になります。

　市民活動交流支援センター（ぽると多治見）で
は、活動のアドバイスや勉強会などを行っていま
す。仲間との出会いや情報収集の場としてもぜひ
一度足を運んでみてください。

所 在 地　豊岡町１－５５
 　　（ヤマカまなびパーク 6 階）
開設時間　午前９時～午後５時
休　　館　月曜日（ヤマカまなびパークの休館日）
☎＆FAX  （２２）０３２０

▲市民活動交流支援センター　ぽると多治見

こんな方法があるよこんな方法があるよ

自分で動いてみよう自分で動いてみよう

インターネットや郵便でインターネットや郵便で
●パブリック・コメント手続
●市長への提言
●市民アンケート　など

　自宅にいても手軽に市政に参加することが
できます。まずは、こうした市民参加から始
めてはいかがでしょうか。

出かけてみよう出かけてみよう
●地区懇談会
●子ども会議
●さまざまな地域活動への参加　など

　とにかく出掛けてみましょう。見たり聞い
たり、体験するだけでもいろいろ知ることが
できます。

どうやって参加するの？

●パブリック・コメント手続
●地区懇談会
●地域課題等に対する意見交換会
●市長への提言
●市民討議会

●さまざまな地域活動への参加
●市民意識調査、市民アンケート
●審議会へ委員として参加
●子ども会議（18歳未満のみ）　など
　※18歳の高校生は対象

市民参加市民参加
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姉妹都市　姉妹都市　
　多治見市は昭和37年6月にアメリカ合衆国インディアナ州テラホート市と姉妹都市提携をしました。テラホート市はイ
ンディアナ州の州都インディアナポリスの西約１２５kmに位置します。緑あふれる街には、優良な企業をはじめ大学が５
校、テレビ局、ラジオ局などがあり、教育・文化・産業の質が高い都市です。
　多治見市とテラホート市は、さまざまな分野で親善交流を行っています。
　
　多治見市の国際交流は、文化スポーツ課と多治見国際交流協会が中心になって進めています。
　詳細は問い合わせください。

市民参加の方法市民参加の方法

意見公募（パブリック・コメント手続）

　市民生活や事業活動などに影響がある重要な政策な
どを定める場合に、その案をあらかじめホームページや広
報たじみなどで公表してご意見を伺う制度です。内容につ
いては、市役所本庁舎１階ロビーでもご覧いただけます。

地区懇談会
　各小学校区で、市政について皆さんと懇談します。懇談
会では皆さんの生の声をお聴きし、行政施策に反映して
います。

地域課題等に対する意見交換会

　要望のあるテーマについて皆さんと意見を交換します。

市民討議会
　無作為抽出した市民に集まっていただき、事前に決め
られたテーマ（まちづくりなど）についてワークショップ
形式で話し合い、その内容を市への提言書としてまとめ
ます。

審議会などへの参加
　行政のさまざまな分野において、市民代表委員として、
市民目線での意見を反映するため、市民委員を募集して
います。

市長への提言
　年に一度広報紙に提言書を刷り込んで実施。
　また、市役所本庁舎、駅北庁舎１階には、常設の提言箱
も設置しています。

市民意識調査
　市民の生活意識や市政に対する考えなどを把握し、市
政へ反映させるため、定期的に実施しています。

おとどけセミナー

　市職員が地域に出向き、市の仕事を分かりやすく説明
します。５人以上のグループで、希望日の２週間前までに
お申し込みください。メニュー表は、市ホームページなどに
掲載しています。

マニフェスト作成の支援　

　公職の選挙に立候補される方が、マニフェストを作成す
る場合に必要な資料の情報提供申請を受け付けていま
す。

是正請求制度　

　市の決定など（行政処分に限りません。）に対して納得
がいかないときは、是正請求を行うことができます。
※詳細は問い合わせください

問問秘書広報課　☎（22）1372秘書広報課　☎（22）1372

問問秘書広報課　☎（22）1372秘書広報課　☎（22）1372

問問秘書広報課　☎（22）1372秘書広報課　☎（22）1372

問問秘書広報課　☎（22）1372秘書広報課　☎（22）1372

問問秘書広報課　☎（22）1372秘書広報課　☎（22）1372

問問秘書広報課　☎（22）1372秘書広報課　☎（22）1372

問問くらし人権課　☎（22）1134くらし人権課　☎（22）1134

問問くらし人権課　☎（22）1134くらし人権課　☎（22）1134

問問総務課　☎（22）1111（内線）1437総務課　☎（22）1111（内線）1437

問問多治見国際交流協会（文化スポーツ課内）　☎（22）1193多治見国際交流協会（文化スポーツ課内）　☎（22）1193
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